全労連派遣・請負連絡会ニュース
全国労働組合総連合/2008.7.2　NO.1
　第2回派遣・請負連絡会が7月2日に行われ、当面の調査活動等の取り組みを決定しました。
　＜労働者派遣法をめぐる情勢＞

　　自民・公明党の「新雇用対策に関するプロジェクトチーム」は1日、日雇い派遣を原則禁止する案をまとめた。秋の臨時国会に提出される模様。一方、厚生労働省に設置された「労働者派遣制度の在り方研究会」はすでに8回行われ、7月中にも「とりまとめ」が行われる予定。6月27日の第8回研究会では「事前面接」「紹介予定派遣」「もっぱら派遣」についての議論が行われた。（研究会メモ参照）
· 報告事項

東京地評★松下プラズマ判決の学習会を6月17日に行い28名が参加。東京中央の派遣適正協力員会議が行われた。業界は日雇い派遣の自主規制をやりだした。労働局は2200か所への個別指導に入る予定。

大阪派遣・請負センター★6月4日に松下プラズマ判決の意義を学ぶ集会を行い54名が参加した。センターとして6月28日に労働者派遣法の抜本改正に向けての集会をおこなった。民主法律協会が派遣法改正に関する意見書を近く発表する予定。

自治労連★自治体職場での派遣問題、非正規問題で厚労省交渉をした。厚労省はパート法適用問題では公務員法の改正が必要との認識を示した。

JMIU★「派遣法抜本改正」と「グッドウイル廃業」にかかわり、労働者の直接雇用の指導を求める要請を7月1日、厚生労働省に行う。兵庫の川崎重工で派遣支部を10数名で立ち上げ、派遣元との交渉を開始しているが、川崎重工からの妨害があり、解雇問題が起きている。
生協労連★広島で個配の委託企業で組合結成。（7名）委託企業（間口運輸）との交渉も始めた。

· 協議事項

１．各単産における派遣・請負の実態と方針の調査について

　　7月中下旬から9月にかけて、1000職場の抽出調査を行う。調査用紙準備中。

２．次回、会議　9月3日（水）午前10時から12時　全労連会議室



第８回　今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会メモ
　標記研究会が２００８年６月２７日(金)に開かれ、需給調整機能の強化として、事前面接、紹介予定派遣、専ら派遣についての議論がされた。次回開催は７月４日(金)14時から。

事前面接について
・禁止が前提ではないが、派遣先の情報を知るのに行かなければならないのか。別の情報入手も考えられるのではないか。本来は派遣元で考えるべき。事前面接しなくても回避できるのではないか。ミスマッチ防ぐようルール化すればどうか。

・派遣元、派遣先、労働者ともにかなりの人が賛成している。禁止する理由は必要ないのではないか。就業環境を見たいというニーズがあるのではないか。見られる機会があったほうがミスマッチを防げる。

・部会のヒアリングで労働者は違和感がなく、断られた時に違和感があると言っていた。常用型では、派遣元と雇用関係があるので事前面接に行った時の交通費や時給など問題にならないが、登録型では考えられる。労働者の雇用安定を図る、常用型を促進するメカニズムを考え議論したらいいと思う。常用型を促進するという観点で。「派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない‐２６条の７-」の法的義務も考えられる。常用型としてはその方向もありうる。

紹介予定派遣について
・使用者からは期間６か月を１年に延ばしてほしいとの要求がある。労働者からは、情報不足や採用の説明がぎりぎりになるなどの問題点が指摘されている。６か月を１年に延ばすという現行を改正する必要は必ずしもないと考える。試用期間でも半年か３か月。１年に延ばす必要は感じていない。労働者の要望をどう考えるか。

・派遣契約時、「紹介予定派遣であること、期間の定めの有無(業務要領)」だけでなく、他の労働条件を示さないからトラブルになる。どういうポジションで働くとか明示のルールを別途考えるべきではないか。

・紹介予定派遣は派遣先に受け入れてもらうことが前提であるので、もっと活用してほしい。派遣先は人を見て判断したいのであまり条件を付けると使いずらくなるのではないか。もう少し使って維持し拡大するのがいい。決まっていることを強化すべき。

専ら派遣について

・グループ内への派遣が８０％を超える会社が６８．３％(資料5)とは、想像以上に多かった。労働者確保の方法で「定年退職後の再雇用」「育児、介護等継続困難で退職後の再雇用」はいいとして、「それ以外の事由で離職した者の再雇用」というのが一番多い。リストラだったら問題だ。グループ内で特定したところに派遣している場合、なんらかの規制、新しい規制が必要ではないか。考えたらどうか。

・グループをどうとらえるか。連結決算？グループ内の一定の枠づけ、根拠をどう考えるか。

・規制の根拠は新たな規制とすべき。

・常用代替規制防止という理念をどう担保するか。派遣に位置づけしなおす、規制することが必要になっているのではないか。

・グループ内派遣の割合を規制するということもある。

・退職後の高齢者雇用がグループ内で継続されることは評価している。[image: image1.png]



